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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

１．当社は、社会的責任を果たし、継続的な成長、発展を目指すために、コーポレート・ガバナンスを充実させることが重要な経営上の課題である
ことを認識し、諸策を講じています。

２．当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。監査等委員でない取締役により、迅速な意思決定と取締役会の活性化を図る体制
とし、効率的な経営システムを構築しています。

３．当社の監査等委員会は、過半数を占める監査等委員である社外取締役と常勤の監査等委員である取締役で構成し、監査等委員でない取締
役の業務執行の監視及び適正な監査を行う体制を敷いています。

４．当社は、執行役員制度を導入し、業務執行の責任体制を明確化し、迅速且つ効率的な業務執行を目指してまいります。

５．当社は、業務監査部を設け、当社グループ全体の業務執行における適法性、企業倫理の監査等を行うなど、コンプライアンスの徹底を図って
います。

６．当社は、経営理念を制定し経営の拠りどころとするとともに、行動の指針を制定し、全社一丸となって会社の発展を目指します。また、コーポ
レート・ガバナンス体制の維持及び向上に取り組んでまいります。

【経営理念】

１．お得意さまのニーズにこたえ信頼される会社となろう

２．英知と行動で会社の明日を開いていこう

３．常に自己啓発を心がけ日に日に成長する人間となろう

４．自由闊達、清新な社風を受け継いでいこう

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1－4　政策保有株式】

　純投資目的以外の目的で保有する上場株式の保有は、取引関係の維持・強化等の保有目的の合理性を満たす範囲で行うことを基本的な方針
としています。同株式の買い増しや処分の要否は、当社の成長に必要かどうか、他に有効な資金活用はないか等の観点で、取締役会で個別の検
証を行い、保有の意義がないと判断される銘柄については売却による縮減を検討します。また、同株式に係る議決権行使は、その議案が当社の
保有方針に適合するかどうかに加え、投資先の健全な経営に役立ち、株主価値の向上を期待できるかどうか等を総合的に勘案して行っていま
す。

【原則1－7　関連当事者間の取引】

　当社では、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との取引等を行う際、取締役会にて審議の上、あらかじめ決議しています。また、重要な
取引を実施したときは遅滞なく取締役会へ報告することとしています。なお、関連当事者との主要な取引については取締役会にて取引条件の適正
性等を含め確認しています。

【原則2－6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、特定の企業年金基金に加入しておりませんが、従業員の資産形成のため企業型確定拠出年金制度を導入しています。

従業員に対しては、運用機関・運用商品の選定や資産運用に関する教育機会を定期的に設けています。

【原則3－1　情報開示の充実】

　当社では、各事項について、以下の通り実施しています。

(1)経営理念、経営戦略及び経営計画を当社ホームページ及び有価証券報告書等にて開示しています。

(2)コーポレート・ガバナンスの基本方針を有価証券報告書やコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示します。

(3)各監査等委員でない取締役の報酬は個々の取締役の各職責を踏まえ適正な水準とし、役職、職責、在任年数に応じて他社水準、従業員給与
の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する方針としています。取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長は、委員の過半数
を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が取締役会へ答申した結果に基づき、決定します。

(4)監査等委員でない社内取締役には、当社の業務及び物流業界における豊富な経験、実績、見識を有し、高い規範意識を兼ね備えた人物を指
名する方針としています。監査等委員でない社外取締役の指名にあたっては、当社を取り巻く経営環境を理解し、経営者として豊富な経験、実
績、見識、高い規範意識を有し、当社の経営に関して様々なご指摘やご助言をいただける方を指名する方針としています。

監査等委員である取締役の指名に当たっては、当社の経営を熟知した人物と、他社の経営者や法律・会計の専門家等の立場から当社の意思決
定に関する助言・提言をいただける方及び業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担っていただける方を指名しています。

監査等委員でない取締役候補者の指名にあたっては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が取締役会へ答申した
結果に基づき、取締役会が決定します。また、監査等委員である取締役候補者の指名にあたっては、監査等委員会で同意の上、取締役会に諮
り、決定しています。

　なお、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の解任は、当社の指名方針に反する等、監査等委員でない取締役及び監査等委
員である取締役にふさわしくないと判断した場合、適時、取締役会にて審議・株主総会で決定します。

(5)全ての監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役候補者の選任理由は、株主総会招集通知の参考書類にて開示しています。

【補充原則4－1－1】

　当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行体制としての経営会議、その他の会議体を設置すると
ともに、各事業分野に執行役員を配置することで、経営の意思決定と業務執行の分離を図っています。その概要については、有価証券報告書や



コーポレートガバナンスに関する報告書等にて開示しています。

取締役会は、法令及び定款に定められた事項、当社及びグループ会社の重要事項等を決定しています。

【原則4－9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、当社における社外取締役候補者は、原則
として、以下のいずれの要件にも該当しないものとします。

(1)当社及び当社の子会社（以下、当社グループ）の業務執行者（※１）

(2)主要な取引先（※2）

　・当社グループを主要な取引先とする者（※3）、もしくはその者が法人等である場合は、その業務執行者

　・当社グループの主要な取引先(※3）、もしくはその者が法人等である場合はその業務執行者

　・当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関等の業務執行者

(3)専門家（※2）

　・当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、または法律専門家

　・当社グループから、多額の金銭その他の財産を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人等
の一員

(4)寄付

　当社グループから多額の寄付等を受けるものもしくはその業務執行者

(5)主要株主

　当社の主要株主、もしくは主要株主が法人等である場合はその業務執行者

(6)近親者

　次に掲げるいずれかの者（重要でない者を除く）の近親者（配偶者または二親等以内の親族）

　・上記(1)～(5)に該当する者

　・当社グループの取締役、監査役、執行役員または使用人

（※1）過去10事業年度において該当する者をいう。

（※2）過去1事業年度において該当する者をいう。

（※3）当社グループとの取引が当該会社の存続や当社グループの業務に重大な影響を与える者をいう。

【補充原則4－11－1】

　当社では、規模にあった人員構成の中で、各方面の見識を活かした取締役会の運営ができるよう監査等委員でない取締役及び監査等委員であ
る取締役を選任することとしています。この方針に基づき、取締役会は、定款にて監査等委員でない取締役を10名以内としています。

　当社では、監査等委員でない社内取締役に加え、企業の経営者であり、経営に関し知識・経験の豊富な監査等委員でない社外取締役を選任す
るとともに、弁護士・公認会計士を監査等委員である社外取締役として選任しており、会社経営に関し、適切な監督が図れていると考えておりま
す。

　また、監査等委員でない取締役の選任は上記のような考え方のもと、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が取締
役会へ答申した結果に基づき、取締役会で決定しています。

【補充原則4－11－2】

　社外取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書等を通じ、毎年開示し
ています。

　当社グループ外の兼任状況については、その数は限られており、合理的な範囲にとどまっていると考えています。また、社外取締役は、取締役
会・監査等委員会での出席・発言状況等を踏まえ、その役割・責務を適切に果たしていると考えています。

【補充原則4－11－3】

　取締役会の運営（人数・構成、取締役会の開催頻度、決議・報告内容、情報量等を含む）について、代表取締役より各取締役にヒアリングを実施
しています。2021年3月期に関しては、実効性を確保していることを確認しました。

【補充原則4－14－2】

　社内取締役に対しては、会社経営に関する外部の研修会に参加する等トレーニングの機会を積極的に活用する方針としています。また、社外取
締役には、当社施設等の見学や当社業務内容の説明会等を通じ、必要な知識の取得の機会を設けています。

【原則5－1　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主と積極的な対話を行い、株主の意見や要望を経営に反映させ
ることが重要と認識しています。

　そのため、当社の経営方針等に対する理解を得るため、株主や投資家からの取材等に積極的に応じ、経営企画部、業務部、経理部、総務部等
の担当役員等が適宜、共同で準備の上、対応しています。加えて、対話促進の観点から、個別面談や情報開示を積極的に実施するとともに、
ホームページで決算関連の資料を公表しています。

また、これらの対話の結果は適宜経営陣幹部や取締役会に報告しています。

なお、当社は「インサイダー取引防止規程」を定めており、情報管理の徹底を指示しています。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

第一生命保険株式会社 669,000 8.66

株式会社日本カストディ銀行 543,700 7.04

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 368,400 4.77

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 342,800 4.44

株式会社みずほ銀行 342,800 4.44



朝日生命保険相互会社 266,700 3.45

東京海上日動火災保険株式会社 215,015 2.78

明治安田生命保険相互会社 207,815 2.69

太陽生命保険株式会社 200,643 2.59

山内正義 169,900 2.20

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

なし

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 倉庫・運輸関連業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

なし



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

堀　尚義 他の会社の出身者

田中　明夫 他の会社の出身者 △

吉野　保則 公認会計士 △

山本　博毅 弁護士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

堀　尚義 　 ○ ―――

堀氏は、当社の株主である株式会社東光コン
サルタンツの代表取締役社長であり、当社を取
り巻く経営環境を深く理解されています。経営
者として豊富な経験、実績、見識を有している
ことから、同氏を監査等委員でない社外取締役
に選任しました。

田中　明夫 　 ○ ―――

田中氏は、当社の株主である第一生命保険株
式会社の常務執行役員及び日本物産株式会
社の代表取締役社長の経験があり、経営者と
して豊富な経験、実績、見識を有していること
から、同氏を監査等委員でない社外取締役に
選任しました。



吉野　保則 ○ ○
当社の会計監査人であるEY新日本有限
責任監査法人の出身者です。

吉野氏は、公認会計士の資格を有しており、会
社財務・法務に精通し、会社経営を統治する十
分な見識を有しています。公正且つ客観的な
監査に寄与いただいており、同氏を監査等委
員である社外取締役に選任しました。

山本　博毅 ○ ○
当社の顧問弁護士である原合同法律事
務所の弁護士です。

山本氏は、弁護士として会社法務に精通し、会
社経営を統治する十分な見識を有しています。
公正且つ客観的な監査に寄与いただける同氏
を監査等委員である社外取締役に選任しまし
た。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

監査等委員会は常勤の監査等委員である取締役を通じて、また、内部監査部門である業務監査部と連携することで適切な情報収集が実施されて
いるため、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を選任しておりません。なお、監査等委員である取締役から補助すべき使用人を必要とする
旨申し出があった場合は、監査等委員である取締役と協議して補助すべき使用人を業務監査部の要員の中から選任します。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員である取締役は会計監査人から期首に監査計画概要書の提出を受け、監査計画、監査手続及び監査目標の説明を受けています。監
査等委員である取締役は連結会計年度末に会計監査人から監査結果説明書の提出を受け、説明を受けています。

また、内部監査部門である業務監査部はその際に同席しています。

監査等委員である取締役と会計監査人は往査時或いは随時会合を持ち、監査に関する報告を受け、意見の交換を行っています。

監査等委員である取締役と内部監査部門である業務監査部はそれぞれ年間監査計画の策定及び監査の実施において意見交換を行っていま
す。監査等委員である取締役は業務監査部から内部監査実施の都度、内部監査結果の報告を受け、意見交換を行っています。

内部監査部門である業務監査部は会計監査人と随時意見交換を行っています。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

3 0 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

・当社は取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性及び取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を
図るため、過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会を設置しています。なお、指名・報酬諮問委員会は、指名委員
会、報酬委員会の双方の機能を担っております。

・指名・報酬諮問委員会では、取締役会の構成についての考え方、監査等委員でない取締役の選解任の方針、並びに監査等委員でない取締役
の報酬体系及び報酬決定の方針等を審議することとしております。2020年度は、本報告書提出日現在までに、計2回開催いたしました。



・指名・報酬諮問委員会の委員及び各委員の委員会への出席状況は次のとおりです。なお、指名・報酬諮問委員会の事務局は、当社総務部が担
当しております。

【委員の役位及び氏名・委員会の出席状況】

社外取締役　堀　尚義（委員長）　・2回/2回中（出席率100％）

社外取締役　田中　明夫　・2回/2回中（出席率100％）

代表取締役社長　原　匡史　・2回/2回中（出席率100％）

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は社外取締役を全て独立役員に指定しています。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

監査等委員でない取締役の報酬には株主と利益共有を図るととともに、中長期的な業績向上への取り組みの成果に応じて、当社株式の購入資
金を金銭報酬に組み入れております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2021年3月期における役員報酬の総額は、取締役分151百万円（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役分が28百万円です。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、次に掲げる取締役の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会決議により定めております。

①基本方針

　当社の取締役の報酬等は、個々の取締役の各職責を踏まえ適正な水準とすることを基本方針とする。

②個人別の報酬等の額または算出方法の決定方針（会社法施行規則第98条の５第１号）

　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役職、職責、在任年数に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に
勘案して決定するものとする。

③個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合の決定方針（会社法施行規則第98条の５第４号）及び報酬等を与える時期または条件の決定方針
（会社法施行規則第98条の５第５号）

　月例の固定報酬を全てとする。

④個人別の報酬等の内容についての決定の全部または一部を取締役その他の第三者に委任する場合、以下の事項（会社法施行規則第98条の
５第６号）

　・当社は、各取締役の固定報酬の額の決定について、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業に対する割合、貢献度等の評価を行
うには代表取締役社長が最も適しているため、代表取締役社長に委任する。

　・取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が取締役会へ答
申した結果に基づき、各取締役の固定報酬の額を決定する。



【社外取締役のサポート体制】

取締役会の決議事項及び報告事項について社外取締役に事前に資料を配布し、説明を行っています。

取締役会の他、経営会議、執行役員会等の重要な会議に出席し、また重要な稟議書等を閲覧している常勤の監査等委員である取締役は、監査
等委員会において監査等委員である社外取締役に必要な情報を報告し、情報の共有化に努めています。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

・当社は、取締役会を月1回以上開催し、経営に関する迅速な意思の決定及び執行状況の確認を行っています。

監査等委員会は必要に応じて開催しています。また、経営会議、執行役員会及び全国支店長会議を定期的に開催しています。経営会議は、業務
執行上の重要課題について掘り下げて議論し、戦略を練っています。執行役員会は監査等委員でない社内取締役及び執行役員で構成され、ま
た、全国支店長会議は、監査等委員でない社内取締役及び執行役員をはじめ、当社グループの経営幹部で構成され、業務執行状況の確認、経
営方針の徹底、情報交換等を行っています。

・常勤の監査等委員である取締役は、取締役会の他、経営会議、執行役員会及び全国支店長会議をはじめ重要な会議に出席し、業務の遂行状
況を常に監査しています。2名の監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、部門監査の実施、重要書類の閲覧及び監査等
委員でない取締役との定期協議により、会社の経営方針、重要事項の決定及び監査等委員でない取締役の業務執行状況の監査機能を十分発
揮できる体制を整えています。会計監査については、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、会計監査人は年間会計監査計
画に基づき、当社、連結子会社及び持分法適用会社の監査を行っています。第111期について業務を執行している公認会計士は、成田智弘氏、
江下聖氏です。

・監査等委員でない取締役候補者の指名にあたっては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が取締役会へ答申し
た結果に基づき、取締役会が決定します。

・監査等委員でない取締役の報酬は個々の取締役の各職責を踏まえ適正な水準とし、役職、職責、在任年数に応じて他社水準、従業員給与の水
準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する方針としています。取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長は、委員の過半数を独
立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が取締役会へ答申した結果に基づき、決定します。

・当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しています。その契約の内容の概要は次のとおりです。

　ア．社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令が規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負い
ます。

　イ．上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るもの
とします。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、経営の監督と業務執行をより明確に分離し、取締役会の軸足を経営の監督に移すとともに、監査権や意見陳述権を有する監査等委員が
取締役会の議決権を保有することでコーポレート・ガバナンスの更なる向上を図り、また重要な業務執行の決定を取締役へ委任し意思決定の迅
速化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
6月25日開催の第110回定時株主総会招集通知は6月1日に当社ウェブサイトにおいて開
示しました。東京証券取引所においては6月2日に開示し、6月8日に発送しました。

集中日を回避した株主総会の設定 集中日2日前の6月25日に開催しました。

電磁的方法による議決権の行使
パソコン、スマートフォン等によるインターネットを通じ、株主総会当日に出席できない株主
からの議決権行使を事前に受け付けております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
海外投資家の英文開示についてのニーズに応えるため、招集通知の英訳版を作成して
おります。

その他
招集通知を発送前に当社ホームページへ掲載しています。株主の一層の理解に資するた
め招集通知の内容充実を図っています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

IR資料のホームページ掲載
株式の状況、ＩＲカレンダー、財務データ、株主総会情報、決算情報、適時開示
資料、報告書等を掲載しています。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

第110期有価証券報告書の「第2 事業の状況　1．経営方針、経営環境及び対処すべき課

題等」に記載しています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

環境への取組

・東扇島支店でエコステージ1、川崎支店ではグリーン経営認証をそれぞれ取得していま
す。当社では環境負荷軽減のため、CO2発生量のより少ない機器の導入を行っています。
東扇島支店冷蔵倉庫では788灯の照明をすべて白熱灯からLEDへ変更し、倉庫全体の消
費電力を抑制し、CO2排出量を15％以上、年間約237トン削減しています。川崎支店では
サイロ内照明も防爆型蛍光灯から防爆型LEDに変更しています。荷役機器では、東扇島支
店及び志布志支店のコンテナターミナルではハイブリッド型のトランスファークレーンを導入
しています。そのほか東扇島支店の冷蔵倉庫冷却設備を自然冷媒方式にしています。 国

土交通省の行った循環資源の海上輸送技術等検討では、圧縮した廃プラスチックのコンテ
ナ輸送実証実験において、川崎港での荷役作業を行う等、循環型社会の形成推進に関係
者とともに取り組んでいます。

・地域社会とのかかわり

各港湾振興協会とともに、各地区における地域振興、港湾施設見学会等、港と周辺住民と
の融和を図っています。東扇島支店では川崎市、川崎港振興協会、周辺企業等と一緒に、
地区内の清掃を行い、東扇島の美化に努めています。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は「経営理念」を経営の拠りどころとし、日常の行動においては「行動の指針」を実践し、健全な姿で持続的に発展していく会社を目指しており
ます。そのために、内部統制システムの基本方針を2021年5月18日開催の取締役会で次のとおり改定いたしました。

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社及び子会社（以下、当社グループという）の業務の適正を
確保するための体制

１．当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　ア．コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスを最重要課題の一つ
として職務の執行に当たるよう教育、指導を徹底する。

　イ．コンプライアンス委員会の活動については、取締役会、監査等委員会に報告する。

　ウ．コンプライアンス委員会に下部組織を設置し、当社のコンプライアンスについて教育、指導を推進する。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役会、経営会議、執行役員会等の議事録及び職務執行に関する重要な稟議書等の文書は、法令及び当社の文書規程に基づいて管理、保
存する。

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　ア．事業上のあらゆるリスクに対処し、リスク全般を統括する組織として、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、予防対策及び有事
の対策を講じる。

　イ．リスク管理委員会に下部組織を設置し、迅速に当社のリスクを把握して、対策等を講じる。

　ウ．特に人命尊重、安全の確保には重点を置き、「全社ゼロ災推進本部」「支店ゼロ災推進本部」を設置し、ゼロ災活動を強化する。

４．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　ア．当社は、経営の効率化を図り、コーポレート・ガバナンスを強化するため、執行役員制度を導入している。取締役会は迅速な意思決定と経営
の監督を掌ることとし、取締役会の決定に基づき執行役員が業務執行を迅速且つ効率的に行っていく。

　イ．毎月定例の取締役会の他、必要に応じて取締役会を開催して迅速に意思決定し、機動的に業務を執行する体制とする。

　ウ．経営会議を定期的に開催して、業務執行上の重要課題について掘り下げて議論し、戦略を練る。

　エ．執行役員会及び全国支店長会議を定期的に開催し、業務執行状況を確認するとともに経営方針の徹底を図る。

　オ．コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬等に関す
る手続の公正性・透明性・客観性を強化する。

５．当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　ア．使用人の職務の執行にあたっては、会社職制規程、職務分掌規程に従って責任体制、担当範囲を明確にする。

　イ．内部監査として業務監査部が定期的に業務監査を実施し、各業務の適法性について監査する。

　ウ．コンプライアンス委員会が、随時コンプライアンスについて教育、広報を行う。

　エ．「行動の指針」を実践し、関係法令、社会のルールを遵守することを徹底する。

６．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

　ア．当社のコンプライアンス委員会が当社グループのコンプライアンスを統括し、推進していくとともに、子会社各社にコンプライアンス推進責任
者を置き、子会社各社のコンプライアンスを推進する。

　イ．子会社各社の経営については、その自主性を尊重しつつ担当執行役員が管理を行い、重要案件については事前協議を実施する。また、定
期的に関係会社社長会を開催し、業務執行状況の報告を求める。

　ウ．当社のリスク管理委員会が当社グループのリスク管理体制を推進していくとともに、子会社各社にリスク管理推進責任者を置き、子会社各社
のリスク管理を推進する。

　エ．当社の業務監査部が定期的に子会社各社の業務監査を実施し、適法性について監査する。

　オ．当社の監査等委員と子会社各社の監査役が当社グループの業務の適正を図るための連携を図る。

　カ．子会社各社の重要事項に関しては、社内規程に従い、当社の取締役会または社長が承認する。

７．監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　監査等委員から補助すべき使用人を必要とする旨申し出があった場合は、監査等委員と協議して補助すべき使用人を業務監査部の要員の中
から選任する。

８．監査等委員を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　ア．監査等委員を補助すべき使用人の人事異動、人事考課等は、監査等委員と協議して行う。

　イ．当該使用人は監査等委員の指揮命令に従う。

９．当社グループの取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制

　ア．当社グループの取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令及び社内規程に定める方法等に
従い、直ちに監査等委員に報告する。

　イ．当社グループの取締役または使用人は、業務執行に関する重要事項について監査等委員に報告する。

　ウ．上記ア．イ．の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いをしない。

　エ．当社の業務監査部は、当社グループの業務監査の結果を監査等委員に報告する。

　オ．当社グループの監査等委員及び監査役はグループ監査役会議を開催し、情報を共有する。

１０．その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　ア．監査等委員は、当社グループの主要な稟議書及び業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人から説明を求
めることができる。

　イ．常勤監査等委員は取締役会の他、経営会議、執行役員会及び全国支店長会議をはじめ重要な会議に出席する。

　ウ．監査等委員は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行い連携を図る。



　エ．監査等委員は、業務監査部及び子会社の監査役と連携を図りながら監査を行う。

　オ．監査等委員会は、定期的に社長と面談し、意見の交換を行う。

　カ．当社は、監査等委員の職務の執行に係る費用等について、当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やか
にこれを支払う。

１１．反社会的勢力排除に関する事項

　当社グループは、企業の社会的責任を十分認識し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、法令に則し毅然とし
た態度で対応する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は「法令を遵守し、社会と会社のルールを守る」旨を「行動の指針」のひとつとして定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及
び団体に対しては法令に則り毅然とした態度で対応します。また、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、所轄警察署や
近隣企業と連携して速やかに対応できる体制を整備しています。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

なし

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



 

株 主 総 会

監査等委員である取締役

３名（うち社外２名）

監査等委員でない取締役

８名（うち社外２名）

会計監査人

取締役会監査等委員会

業務監査部

代表取締役社長

経営会議 11名

指名・報酬諮問委員会

選任・解任 選任・解任

選定・解職

報告

連携

連携

監査・監督

選任・解任

答申・諮問

執行役員 12名

各 部 ・ 各 支 店 ・ 各 事 業 所 ・ グ ル ー プ 会 社

監査

指示・監督

報告・指示

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会

リスク管理委員会

報告

報告



当社の会社情報に係る適時開示の流れは下記のとおりであります。

決定事実・決算情報 発 生 事 実

以　　　上

東 京 証 券 取 引 所

（ 適 時 開 示 情 報 の 検 討 ）
取締役社長、情報取扱責任者、経理部・業務部担当取締役・執行役員など

取 締 役 社 長

取 締 役 会

情 報 取 扱 責 任 者

本 社 各 部 ・ 支 店 ・ 事 業 所 ・ 子 会 社

取締役会・経営会議・執行役員会等 担 当 取 締 役 ・ 執 行 役 員

（ 情 報 の 集 約 ・ 管 理 ） 情 報 取 扱 責 任 者 ・ 総 務 部




